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速報 令和4年度 税制改正解説

法人課税 5G投資促進税制の一部見直しと延長

1 ．改正の概要
（1）趣旨・目的

（2）５G投資促進税制の概要

５Gは、①超高速・大容量、②超低遅延、③多数同時接続という特徴を有し、幅広い産業において活用可能性が広

がることが期待され、また、工場のスマート化などの産業用途のほか、遠隔医療や防災等、社会課題の解決にもつ

ながる、次世代の基幹インフラであり、信頼できるベンダーによる、安全・安心なシステムを早期に社会実装するこ

とが重要である。５Gインフラに係るベンダーの多様化と基地局のオープン化に資する形で、より効果的に５Gイン

フラを整備するための所要の見直しを行った上で３年間延長する。

認定特定高度情報通信技術活用設備の取得又は製作若しくは建設をして、これを国内にある事業の用に供した

場合（貸付けの用に供した場合を除きます。）には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却と税額控

除のいずれかの税制優遇措置を受けることができる。

出典：経済産業省 「令和４年度 経済産業省税制改正要望」
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（3）改正の内容

改正前 改正後

適用対象者
及び要件

特定基地局が開設計画に係る特定基地局（屋内等に開設した特定
基地局及び５Ｇ高度特定基地局を除く。）の開設時期が属する年度
より前の年度に開設されたものであること。

左記の要件を廃止し、５Ｇ高度特定基地局を追加

対象資産

■特定高度情報通信用認定等設備
①全国５G
・送受信装置 ・空中線（アンテナ）
②ローカル５Ｇ
・送受信装置 ・空中線（アンテナ） ・通信モジュール ・交換設備 ・
伝送路設備（光ファイバを用いたもの）

①②共通
補助金等の交付を受けたものを除外
②ローカル５G
導入を行うシステムの用途がローカル５Gシステムの特性を活用した
先進的なデジタル化の取り組みであるものに限定

■下記の周波数の電波を使用する無線設備
①3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波
数の電波を使用する無線設備（多素子アンテナを用いて無線通信
を行うために用いられるものに限る。）
②27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の
周波数の電波を使用する無線設備

①②共通
・マルチベンダー構成のものに限定
・スタンドアロン方式のものに限定
①について
・多素子アンテナを用いないものを追加

税制措置
（選択適用）

特別
償却

取得価額×30％ 改正なし

税額
控除

取得価額×15％
（控除上限額：法人税額×20％）

事業供用時期 税額控除率 （※）

令和4年4月1日～令和5年3月31日 15％ （9％）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 9％ （5％）

令和6年4月1日～令和7年3月31日 3%

（※）控除上限額は、法人税額×20％。かっこ書きは、条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備を取得した場合

下記内容を見直し、適用期限が2022年（令和4年）3月31日から3年間延長される。
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2 ．適用時期

3 ．今後の注目点

2025年（令和7年）3月31日までの間に特定高度情報通信用認定等設備の取得等をし、国内にある事業

の用に供した場合その他の場合に適用される。

固定資産税・都市計画税の特例措置の延長はあるか否か
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出典：経済産業省 「令和４年度 経済産業省税制改正要望」
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